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『城西大学語学教育センター研究年報』投稿規定

『城西大学語学教育センター研究年報』への投稿は次の要領に基づいて行われることとする。

１．投稿資格は原則として本学語学教育センター所属の専任教員、および非常勤講師に限る

（専任教員との共著者も可）。
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